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国
家
公
務
員
の
労
働
基
本
権
を
拡
大
す
る

こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
「
国
家
公
務
員

制
度
改
革
関
連
四
法
案
」（
四
法
案
）
の
国
会

で
の
審
議
の
見
通
し
が
つ
か
な
い
な
か
で
、

震
災
復
興
財
源
を
捻
出
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
国
家
公
務
員
給
与
を
削
減
す
る
法
案
が

二
月
二
九
日
成
立
し
た
。
国
家
公
務
員
の
給

与
を
削
減
す
る
際
に
は
、
同
時
に
四
法
案
を

成
立
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
連
合

（
古
賀
伸
明
会
長
）
は
同
日
、四
法
案
が
「
い

ま
だ
に
審
議
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
極
め
て

遺
憾
で
あ
り
、
与
野
党
に
は
速
や
か
に
国
会

で
の
審
議
を
開
始
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
」

と
す
る
南
雲
弘
行
事
務
局
長
の
談
話
を
発
表

し
た
。
全
労
連（
大
黒
作
治
議
長
）も
同
日
、

小
田
川
義
和
事
務
局
長
の
談
話
を
発
表
。
成

立
し
た
給
与
に
関
す
る
法
を
「
賃
下
げ
法
」

と
表
現
し
、
そ
の
内
容
と
成
立
ま
で
の
過
程

を
批
判
し
た
。

年
明
け
で
も
審
議
に
入
れ
ず

　

国
家
公
務
員
の
給
与
削
減
と
、
国
家
公
務

員
の
労
働
基
本
権
拡
大
に
つ
い
て
は
、昨
年
、

政
府
側
と
連
合
が
「（
ま
だ
導
入
に
い
た
っ

て
な
い
国
家
公
務
員
に
お
け
る
）
自
律
的
労

使
関
係
制
度
に
基
づ
く
交
渉
を
先
取
り
す
る

形
」（
古
賀
連
合
会
長
）
で
協
議
を
行
い
、
国

家
公
務
員
の
給
与
を
平
均
で
七
・
八
％
削
減

す
る
一
方
、
現
在
、
制
約
さ
れ
て
い
る
国
家

公
務
員（
非
現
業
）の
労
働
基
本
権
の
う
ち
、

協
約
締
結
権
を
付
与
す
る
こ
と
で
合
意
に
達

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
法
案
は
昨
年
六
月
に
閣

議
決
定
さ
れ
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

　

だ
が
、
参
議
院
で
与
党
・
民
主
党
が
過
半

数
を
占
め
て
い
な
い
と
い
う「
ね
じ
れ
国
会
」

の
な
か
、
給
与
と
基
本
権
を
同
時
に
審
議
す

る
と
の
姿
勢
を
崩
さ
な
い
民
主
党
側
と
、
国

家
公
務
員
の
労
働
基
本
権
拡
大
に
反
対
の
立

場
を
と
る
自
民
党
と
の
間
の
膠
着
状
態
が
続

き
、
両
法
案
は
今
年
に
入
っ
て
も
審
議
も
さ

れ
な
い
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。

　

事
態
が
動
き
出
し
た
の
は
、昨
年
一
二
月
、

民
主
、
自
民
、
公
明
三
党
の
政
調
会
談
で
国

公
給
与
の
問
題
に
つ
い
て
実
務
者
協
議
に
入

る
こ
と
が
決
ま
っ
て
か
ら
。
自
公
側
は
、
国

公
給
与
を
平
均
〇
・
二
三
％
引
き
下
げ
る
内

容
の
二
〇
一
一
年
度
人
事
院
勧
告
（
人
勧
）

を
実
施
し
た
上
で
、
平
均
七
・
八
％
引
き
下

げ
る
こ
と
を
提
案
。
一
二
月
七
日
に
は
、
自

公
側
は
同
内
容
の
法
案
（
対
案
）
を
衆
議
院

に
提
出
し
た
。

　

一
月
二
五
日
の
実
務
者
協
議
で
は
、
民
主

党
側
が
、
連
合
を
は
じ
め
労
使
合
意
当
事
者

に
事
前
告
知
や
協
議
を
せ
ず
に
、
二
〇
一
一

年
度
の
人
勧
を
実
施
す
る
こ
と
を
二
党
に
提

案
し
て
展
開
の
打
開
を
図
っ
た
。
た
だ
、
実

務
者
協
議
で
は
四
法
案
に
関
す
る
協
議
に
は

進
展
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

実
務
者
協
議
は
二
月
九
日
ま
で
行
わ
れ
、

最
後
は
政
調
会
長
会
談
で
最
終
判
断
す
る

こ
と
に
な
り
、
三
党
は
二
月
一
七
日
、
①

二
〇
一
一
年
度
人
勧
を
実
施
し
、
さ
ら
に
給

与
を
平
均
七
・
八
％
削
減
す
る
②
地
方
公
務

員
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
国
会
審
議
を
通

じ
て
合
意
を
得
る
③
四
法
案
に
つ
い
て
は
審

議
入
り
と
合
意
形
成
に
向
け
て
の
環
境
整
備

を
図
る
―
―
と
す
る
こ
と
で
合
意
。
こ
の
合

意
に
基
づ
い
て
、
平
均
七
・
八
％
削
減
だ
け

で
な
く
二
〇
一
一
年
度
人
勧
も
実
施
す
る
と

の
内
容
の
「
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及

び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
」（
国
公
給
与

改
定
特
例
法
案
）
が
二
月
二
二
日
、
民
主
、

自
民
、
公
明
三
党
の
共
同
で
国
会
に
提
出
さ

れ
た
。

　

法
案
は
同
月
二
九
日
に
成
立
。
成
立
し
た

法
律
に
は
、
附
則
に
、
地
方
公
務
員
の
給
与

に
つ
い
て
、
地
方
公
務
員
法
と
こ
の
法
律
の

趣
旨
を
踏
ま
え
て
、「
地
方
公
共
団
体
に
お
い

て
自
主
的
か
つ
適
切
に
対
応
さ
れ
る
も
の
と

す
る
」（
第
一
二
条
）
の
一
条
が
加
え
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

本
省
課
長
は
九
・
七
七
％
減

　

国
公
給
与
改
定
特
例
法
の
成
立
に
よ
り
、

国
家
公
務
員
の
給
与
は
、
ま
ず
、
一
一
年
度

人
勧
が
実
施
さ
れ
る
。
民
間
と
の
マ
イ
ナ
ス

較
差
を
解
消
す
る
た
め
、
俸
給
表
を
平
均
で

〇
・
二
三
％
引
き
下
げ
改
定
す
る
。
す
で
に

二
〇
一
一
年
度
末
に
入
っ
て
い
る
た
め
、

一
一
年
四
月
か
ら
一
二
年
二
月
ま
で
の
較
差

相
当
分
を
、一
二
年
六
月
の
期
末
手
当（
ボ
ー

ナ
ス
）
で
減
額
調
整
す
る
。

　

四
月
以
降
の
給
与
で
は
、
人
勧
分
の
俸
給

下
げ
と
と
も
に
、
平
均
七
・
八
％
の
減
額
を

行
う
。
実
際
に
は
減
額
率
は
、
若
手
は
小
さ

く
し
て
い
る
た
め
、「
本
省
課
室
長
相
当
職
以

上
」
の
最
終
的
な
減
額
率
は
九
・
七
七
％
、

「
本
省
課
長
補
佐
・
係
長
相
当
職
員
」
が
七
・

七
七
％
、「
係
員
」
が
四
・
七
七
％
と
な
る
。

ボ
ー
ナ
ス
に
相
当
す
る
期
末
手
当
・
勤
勉
手

当
は
一
律
九
・
七
七
％
カ
ッ
ト
と
な
る
。
こ

れ
ら
措
置
を
実
施
す
る
期
間
は
、
二
〇
一
四

年
三
月
末
ま
で
だ
。

　

連
合
に
と
っ
て
、
国
家
公
務
員
の
給
与
削

減
が
先
行
し
て
成
立
す
る
と
い
う
受
け
入
れ

が
た
い
展
開
と
な
っ
た
。
連
合
の
古
賀
会
長

は
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
も
「
政
府
・
与
党

に
は
、
一
体
の
も
の
と
し
て
審
議
し
、
成
立

さ
せ
て
頂
け
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
た
。

　

そ
の
た
め
、
連
合
の
公
務
関
係
の
構
成
組

織
で
つ
く
る
公
務
労
協（
中
村
譲
議
長
）は
、

三
党
の
政
調
会
談
で
の
合
意
の
二
日
後
の
二

月
一
九
日
、
給
与
法
案
と
四
法
案
な
ど
に
か

か
る
三
党
協
議
の
経
過
と
決
着
に
関
す
る
声

明
を
発
表
。
事
前
告
知
が
な
か
っ
た
こ
と
を

抗
議
す
る
と
と
も
に
、
合
意
に
つ
い
て
、
何

よ
り
遅
れ
て
い
る
東
日
本
大
震
災
の
復
旧
・

復
興
の
財
源
と
し
て
一
刻
も
早
く
措
置
す
る

こ
と
を
最
優
先
と
し
て
「
受
け
と
め
る
」
と

し
た
が
、「
極
め
て
残
念
で
あ
る
」
と
し
た
。

　

連
合
は
、
三
月
六
日
に
開
催
し
た

「
二
〇
一
二
春
季
生
活
闘
争
・
政
策
制
度
要

求
実
現
」
中
央
集
会
で
、
四
法
案
の
成
立
に

む
け
て
引
き
続
き
全
力
を
あ
げ
て
取
り
組
む

姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）
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法
案
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成
立




